
虎に翼（弁護士　宮本　澄香）
９月で朝ドラ「らんまん」が終わり、新たに「ブギウギ」が始まりましたね。

というと、いかにも毎回朝ドラを視聴している勢のようですが、朝はたいていバタバタしていることと、1回15分という短い放送時間の
中で、あまり話が進まないのをもどかしく感じることもあり、これまで一度も朝ドラを初めから終わりまで見たことはありませんでした。

しかしながら、2024年前期に放送予定の朝ドラ「虎に翼」は、日本初の女性弁護士の一人であり、後に裁判官となった三淵嘉子さんを
モデルにした話ということで、興味を惹かれています。

主演は執行官の仕事を描いたドラマ「シッコウ!!〜犬と私と執行官〜」でも主演を務められた伊藤沙莉さん。同ドラマやCM等ではコミ
カルな演技が印象的だったので、朝ドラだとどんな演技をされるのだろうとこれまた気になっています。  朝は苦手ですが、頑張って少し
早起きして見てみようと思います。

弁護士　宮本　澄香

“子どもの留守番禁止条例”が廃案に！ 埼玉県虐待禁止条例案
の問題点を埼玉の弁護士が解説
報道で取り上げられ何かと話題になっている、埼玉県のトンデモ条例案についてです。
2023年10月13日にも本会議採決が見込まれていましたが、批判の声が相次いだため同日の採決は撤回され、廃案になったようです。

「埼玉県で子育てしたくない」？　子どもだけの外出・留守番は「虐待」とする自民の条例改正案に保護者反発　東京新聞TOKYO
　Web

埼玉県条例改正で子どもの「留守番禁止」へ　子育て家庭に負担懸念も　毎日新聞

子ども“放置は虐待”条例案に専門家「憲法違反の疑い」共働き夫婦「何もできない」　テレ朝　報道ステーション

埼玉の「虐待禁止」条例案、９月定例会での成立断念…「子どもだけの登下校まで」批判相次ぐ　読売新聞オンライン

この条例案では、９歳までの「児童を現に養護する者は、当該児童を住居その他の場所に残したまま外出することその他の放置をしてはな
らない。」としています。

https://saitamasogo.jp/archives/91046
https://www.nhk.jp/p/ranman/ts/G5PRV72JMR/
https://www.nhk.jp/p/boogie/ts/NLPYVZYM29/
https://www.nhk.jp/g/blog/55ndoi7fvs/
https://www.meiji.ac.jp/history/meidai_sanmyaku/thema/article/mkmht0000002myit.html
https://www.tv-asahi.co.jp/shikkou/
https://saitamasogo.jp/miyamoto_sumika
https://saitamasogo.jp/archives/91052
https://saitamasogo.jp/archives/91052
https://www.tokyo-np.co.jp/article/282205
https://mainichi.jp/articles/20231006/k00/00m/010/279000c
https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000318890.html
https://www.yomiuri.co.jp/national/20231010-OYT1T50025/


立案者である自民党県議は、安全を確保できる、すぐに駆け付けられる、この2点が確保できない状況は、短時間であっても放置に当たる
として、例えば

・小学1～3年生までの児童だけでの登下校

・子どもだけで公園で遊ぶ

・子どもだけでおつかい

・子どもだけで留守番

も「放置」に当たるというのです。

なお恐ろしいことに、県民が虐待や放置を発見したら通報及び通告をする義務が定められ、将来には放置や通報義務違反に罰則を設ける予
定だそうです。

この条例案は、子育て実態を全く考えられていない点で大問題です。何気なく日常的に行っていた育児が、将来的に違法になってしまう可
能性があるのです。シッターや他の親族を頼るにしても、そんなことができる家庭がいったいどれだけあるでしょうか。条例制定によって
生じる経済負担や精神負担を無視していると言わざるを得ません。
しかも、それを見つけた県民は警察や児童相談所へ通報・通告しなければいけない義務があります。子どもたちだけで登下校をしているの
は、普段ありふれている光景でしょう。今後は、それを見つけたら警察へ通報し、通報や通告をしなければ義務違反となってしまいます。
監視社会になりかねないような規制であり、実態に即していないことは明らかです。
また、規制が広範に過ぎる点、親の職業選択自由や個人の価値観を認めていない点などで憲法違反の疑いすらあります。

一体何のために、これほどまでにヘンテコな条例を作るのでしょうか。
自民党県議は「子どもが放置されている状態を我々は『虐待』と定義し、留守番できるからといって小３以下の子どもを残して外出してい
る状態がいかに危険か、そこの意識の認識を変えていただきたい」と発言しています。
果たしてそうでしょうか。埼玉県は、待機児童数が全国ワースト２位であるにもかかわらず公的支援は依然と乏しい状況です。そのような
限られたリソースの中で、子育てをしている多くの保護者は、自ら適切に判断し、日常的に子どもたちを留守番させたり遊ばせたりさせて
いるはずです。
それが一律に「子ども達にとって極めて危険な行為なんだ！直ちに規制しなければならないのだ！」と考えてしまうのは、あまりにも現実
が見えていない。環境整備をすることなく上から目線で決めつけているとしか思えません。ひとり親家庭や共働き世帯など、多様な家族の
ありようが全く考えられていません。当事者である子育て世帯や子どもたちからどれだけの意見聴取をしたのでしょうか。

虐待を防止するという名目で、子育て世代に重い負担をかけることは、ひいては子どもたちの不利益になります。子育ての負担を軽減する
政策を整備することなく、罰則と強制で解決をしようとするのは、政治の職務放棄に他なりません。

マスメディアで大きく報道され県内外から批判が相次いだことから、一旦は採決見送り・廃案になりました。しかし、油断はできません。
自民党県議は「説明不足」を廃案の理由としましたが、そのようなコメントをしてしまうこと自体が、問題の本質を全く理解していないこ
とを表しています。また、「条例案の内容に瑕疵はなかった」ともコメントするなど、全く悪びれないご様子です。物分かりの悪い政治家



には、市民の“NO！”の声を突き付けることが大事です。

今回は、「こんな条例はおかしい！」、「ばかげている！」、「この条例案が通ってしまっては子育てなんかできなくなる！」、といった
市民の声が、政治を動かしました。みなさんで声を上げて意思表明をすることが、埼玉県だけでなく、この国の政治、この国の未来を変え
ることにもなります。
私たちも、市民の皆様に寄り添った活動を続けてまいります。

法律相談はこちら⇒リンク

弁護士　深谷　直史

がんばれ、テレビマン（弁護士谷川生子）
普段、あまりテレビドラマをチェックしないのですが、２０２２年１０月から関西テレビで放送された「エルピス－希望、あるいは災い－」
の再放送を観ました。

かつては報道部の花形、今は深夜のバラエティ番組を担当する落ち目の女性アナウンサーと新人ディレクターが、死刑囚の冤罪疑惑報道に
挑む物語で、むやみに権力に追随してしまうテレビ界の裏側や、再審請求の難しさなどが描かれていました。

テレビ制作者にとって自虐的ともいえる内容で、作るのは相当大変だったのではないでしょうか。佐野亜裕美プロデューサーは、他にも
数々の話題ドラマを制作し、自身の性被害の体験と当時の自分の考え方について公表するなど、勇気ある発信を続けています。

他にもいるであろう、心あるテレビマンを応援したいと思いました。

弁護士　谷川　生子

米を炊いている（弁護士　竹内　和正）
ごはん釜を購入し、日夜、米を炊く日々を送っています。
炊きあがるお米はおいしいですが、おいしいお米を食べたいという欲求だけではなく（まあ、炊飯器でも十分おいしいので）、釜でお米を
炊きたいという興味からの行動です。
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購入したごはん釜はとても優秀で、火加減の調整などいらず、炊き始めてから数分経つと、釜の蓋についているホイッスルがピーッ！とな
りはじめ、それから数分加熱してから火を止めて、そのまま蒸らしておけば炊きあがります。

実質、僕がやっていることは、米を洗い、浸水させ、火をつけ、笛を合図に火を止めるだけですが、険しい表情で腕組みをし、台所に張り
付いて炊きあがりをまっています。

弁護士　竹内　和正

スポーツ・ハラスメント研修（弁護士　佐渡島　啓）
先日、認定NPO法人飯能市スポーツ協会の研修会で、
スポーツ・ハラスメントについてお話をしてきました。

こちらの研修会に講師としてお招きいただくのは、昨年に続いて２度目。

スポーツ指導者を対象としたある調査結果によれば、
ハラスメント研修の受講回数を重ねるほど、
ハラスメントせずに指導する自信を持てると回答する指導者の割合が増えるのだそうです。

今後もスポーツ団体からお声がかかれば、可能な限り出向いて講師活動を続けたいと思います。

弁護士　佐渡島　啓

9／30 全国一斉「いのちと暮らしを守る　なんでも相談会～
住まい・生活保護・労働・借金etc…～」【第３弾】電話＆リ
アル
　物価高が続くなかで、収入が減り貯えも尽きていき、家賃の支払いや借金のことで悩まれたり、解雇や雇い止めで収入が減少するなど、
厳しい状況に置かれた方がたくさんいらっしゃいます。
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　弁護士、司法書士、社会福祉士、精神保健福祉士などが、全国で連携して、生活、労働、法律のことなど、幅広く、無料で、ご相談に対
応します。
　一人で悩まず、お気軽にご相談ください。（第４弾は１２月２３日（土）に実施予定）

記

【日　　時】　９月３０日（(土)）午前10時～午後６時　　

【電話相談】　番号　０１２０－１５７－９３０（フリーダイヤル）
　　　　　　　上記時間帯、全国どこから架けても空いている回線に無料でつながります。

　　　　　　　フリーWi-Fiスポットからの「つながるWEB電話（ボイチャ相談）」にも対応
　　　　　　（埼玉、大阪など）
　　　　　　　「つながるWEB電話（ボイチャ相談）」をかけるには、
　　　　　　→　ココをクリック。トップ画像にある各地域の発信ＩＤを入力（例えば、埼玉であれば、発信ID：0930sai）
　　　　　　→　詳しくは、こちら

【面接相談】　事前申込み不要
　　　　　　　食料等の無償配布、健康・医療相談を行う会場もあります。
　　　　　　　全国の会場一覧は⇒こちら　　　　

　　　　　　　★埼玉は、１０時～川口フレンディア（川口駅東口徒歩１分）４階で実施。食料無償配布（先着３００名）　　　　
　　　　　　　★東京は、～早稲田の東京DEWで、フードパントリーも予定　　　　　　

【相談例】
・借金、社会福祉協議会の特例貸付（緊急小口資金・総合支援資金）の返済ができない。
・物価高騰で生活苦
・食料の支援を受けたい。
・解雇、雇い止め、賃金引き下げ
・バイトを切られ、学費を払えない。
・家賃滞納で困っている。
・生活保護を受けられるか。
・住居を喪失した。

【主　催】　いのちと暮らしを守る なんでも相談会実行委員会

【問合先】　猪股　正 （埼玉総合法律事務所　048-862-0355）
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「闇に咲く花」（こまつ座）（弁護士　伊須　慎一郎）
新宿サザンシアターで「闇に咲く花」を観劇した。
普段よりも、女性が多く、驚いた。
松下洸平（牛木健太郎役）さんが出演しているからだったのだろう。

松下さんは２０１６年「木の上の軍隊」以来。
時は流れて７年。
役者、俳優として精進してきたのだろう。

「ついこのあいだおこったことを忘れちゃだめだ。
忘れたふりをしちゃ、なおいけない。」
健太郎は、自分を戒め、Ｃ級戦犯として、
たった３日間の裁判で死刑となり、執行される。

父、牛木公麿（山西惇さん）
「ここは神社ですよ。稲垣君（健太郎の友人・浅利陽介さん）。
神社になったんです。」

最後の最後に靖国神社からの『平和』の太鼓の音が鳴り響く。
公麿達の不安の表情。終幕。

戦後７８年。
靖国神社の『平和』の太鼓が、どんどんと大きくなっている。
「忘れたふりをしちゃ、なおいけない。」
健太郎の言葉を胸に刻んで、生きようと思う。

弁護士　伊須　慎一郎
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「連帯」とは？（弁護士　髙木　太郎）
労働弁護団などでお世話になっている豊川義明先生が、日本評論社から「現代労働法論～開かれた法との対話」を出された。
まだ、最初の方しか読んでいないが、「連帯」という概念を手段的なものではなく、人々がこれを求めるもの、実体的な権利として、論述
されており、なるほどと得心した次第（こんなことは、もう常識で、不勉強のせいで私だけが知らないのかもしれないが）。そして、「連
帯」の掘り下げから、「連帯スト」の適法性が論じられている。凝り固まった自分の頭を、柔らかくしてくれる刺激が詰まっている書籍で
ある。

本年８月１日から法テラス埼玉の所長に就任しました。弁護士会の会長とはまた違った難しさがあるなあ、と日々、痛感しています。法テ
ラスの必要性、役割、その限界や、今後の発展方向について、毎朝、毎日、ぐるぐる考えています。法テラスでも、「連帯」は大事です。

弁護士　髙木　太郎

10/1（日）【対談】訓覇法子＆神野直彦 「今、スウェーデ
ンの歴史から学ぶものは何か。」　主管：公正な税制を求める市
民連絡会　（第42回全国クレサラ・生活再建問題被害者交流集
会のオープニング集会）
■日時　１０月１日（日）１６時３０分～１８時３０分

■内容　【対談】訓覇法子＆神野直彦 「今、スウェーデンの歴史から学ぶものは何か。」
　人間の絆が分断され、社会の構成員間の信頼関係が崩れ、民主主義の機能不全・経済の停滞が進む「危機の時代」。「あまりにも酷い現
実を生かされている日本人の疲弊感と諦めから来る絶望をどう希望に転換できるか。」。今、スウェーデンの歴史から学ぶものは何かを、
お二人と一緒に考えます。

■講師　訓覇法子さん（ストックホルム大学元研究員・日本福祉大学元教授（スウェーデン在住））／神野直彦さん（東京大学名誉教授）

■場所　主婦会館プラザエフ８階「スイセン」（東京四ツ谷）＋ZOOM
■方式　リアル（申込み先着９０名）＆オンライン（定員なし）のハイブリッド方式
　お申込み後、参加に関する確認のメールが届きます。
　会場参加の方は会場までお越しください。会場で資料をお配りいたします。
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　ズームでご参加の方は、ZOOMウェビナーによる開催となりますので、お申込み頂いた方にＵＲＬを送ります。  資料のダウンロード
用のURLは申込み後、別途メールにてご案内します。
　

■申込方法
　この対談は、「第42回全国クレサラ・生活再建問題被害者交流集会のオープニング集会」という位置付けになっています。引き続き、
別日程で、「分科会（10月12日～10月29日の間に８分科会）」「全体会（11月11日）」が開催されます。
【「【対談】訓覇法子＆神野直彦」（オープニング集会）のみ参加申込みされる方】
　①次のオープニング集会専用URLをクリックして、「ウェビナー登録」に氏名等を入力し、
　②下記の参加費⑶の金額を、下記の振込先にお振込み願います。
　▶オープニング集会専用URL（←こちらをクリック）
【「分科会」または「全体会」にも参加申込みされる方】
　①次のオープニング集会専用URLをクリックして、「ウェビナー登録」に氏名等を入力するともに、お手数ですが、
　②さらに、「「分科会」または「全体会」申込みURL」もクリックして必要事項を記入し、
　③下記の参加費を、下記の振込先にお振込み願います。
　▶オープニング集会専用URL（←こちらをクリック）
　▶「分科会」または「全体会」申込みURL（←こちらもクリック）

■参加費
　⑴　「オープニング集会、分科会、全体会フリーパス」申し込みの場合（「クレサラ白書」付き）
　　　　　　　　　　弁護士・司法書士・議員    ： 6,000円
　　　　　　　　     その他（一般の方）　　 　 ： 3,000円
　　　　　　　　     生活に困窮している方　　 ： 1,000円（自己申告制）
　⑵　全体会のみ参加の場合 （クレサラ白書付き）
　　　　　　　　　　弁護士・司法書士・議員    ： 5,000円
　　　　　　　　     その他（一般の方）　　　　： 2,000円
　　　　　　　　     生活に困窮している方　　 ：   500円（自己申告制）
　 ⑶　「オープニング集会のみ」参加の場合 （クレサラ白書は付きません）
　　　　　　　　　　弁護士・司法書士・議員    ： 2,000円
　　　　　　　　     その他（一般の方）　　  　： 1,000円
 　　　　　　　      生活に困窮している方 　　：   500円（自己申告制）
　⑷　分科会のみ参加の場合（１分科会につき） （クレサラ白書は付きません）
　　　　　　　　　　弁護士・司法書士・議員    ： 2,000円
　　　　　　　　     その他（一般の方）　　 　 ： 1,000円
 　　　　　　　      生活に困窮している方　　 ：   500円（自己申告制）

■参加費の振込先
　参加費は、すべて 下記 銀行口座 にお振込み願います。

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Kdeofs0LSYa6Tpv6vkpRHg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Kdeofs0LSYa6Tpv6vkpRHg
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBAUmbhefzrW0Jj4VMUQ9EroLrVxxpY6pirEqY-NeZyBQ4Qw/viewform


　　　りそな銀行　豊中支店　普通預金　口座番号　０３３７４０２
　　　口座名義　   全国クレサラ・生活再建問題被害者交流集会実行委員会
　　　　　　　　　　   　(ｾﾞﾝｺｸｸﾚｻﾗ･ｾｲｶﾂｻｲｹﾝﾓﾝﾀﾞｲﾋｶﾞｲｼｬｺｳﾘｭｳｼｭｳｶｲｼﾞｯｺｳｲｲﾝ
ｶｲ)
・誠に恐縮ですが、振込手数料もご負担願います。

■主管　公正な税制を求める市民連絡会（事務局長：弁護士　猪股　正）

■全体会、分科会の内容等の詳細
　詳しくは、「第42回全国クレサラ・生活再建問題被害者交流集会のオープニング集会」ホームページをご覧ください。

　

　

【コラム】生活保護訴訟－さいたま地裁は勝訴、全国は最高裁へ－
（弁護士　鴨田譲）
2014年8月にさいたま地裁に提訴をした生活保護基準引下げ違憲訴訟（埼玉訴訟）ですが、約8年半の審理を経て、2023年3
月29日、原告側勝訴の判決が言い渡されました。
この裁判は、国が2013年から2015年まで、3度に渡る生活扶助費の引下げを行い、この結果、総額670億円､最大で10%もの
生活扶助費の大幅な引き下げがなされたことに対し、取消し等を求めた裁判です。
全国29の地方裁判所で1000名以上の方が原告となり、埼玉では35名の方が原告となって裁判を行っていました。この裁判は既に各
地で地裁判決が下されています。
昨年3月の時点では、原告側から見て勝訴判決は1件のみ、敗訴判決は8件でしたが、昨年5月の熊本地裁で2件目の勝訴判決が出て以降、
立て続けに勝訴判決が下され、本判決の時点で8勝9敗となりました。
今回の埼玉での判決は勝訴判決ではあるものの、それまでの7件の勝訴判決とはその理由が異なり、実質敗訴の内容も含む問題のある判決
でした。そのため、被告側からも控訴されましたが、原告側からも控訴を行いました。

この判決から約2週間後の4月14日、本訴訟で初の高等裁判所判決が大阪高裁でありました。結果は、原告側敗訴判決でした。
これに対して原告側は上告しましたので、本訴訟はこれから最高裁で判断されることになります。
最高裁で勝訴判決を得るためにも、これから東京高裁で行われる埼玉訴訟の第2審で逆転されないように、また、第1審より内容のよい判
決が出るように進めていけたらと思います。

弁護士　鴨田　譲

https://saitamasogo.jp/inomatatadashi
https://cresara-event.jimdofree.com/
https://saitamasogo.jp/archives/90960
https://saitamasogo.jp/archives/90960
https://seikatsuhogosaitama.jimdofree.com/
https://saitamasogo.jp/kamodayuzuru


（事務所ニュース・2023年夏号掲載）


